
令和６年度（２０２４年度） 菊池教育事務所 重点取組事項 

夢を実現し 未来を創る 菊池っ子の育成  ～誰一人取り残さない菊池の教育～ 

 

 

 

 

 
◎ 『生きる力』を育む教育の充実 ～“認め、ほめ、励まし、鍛えて伸ばす”教育を踏まえて～ 
【確かな学力】 
①「誰一人取り残さない学びの保障」と「教員一人一人の『子供を学びの主体』とする授業力の向上」
を目指し、児童生徒の基礎学力を保障し、「分かる喜び」を味わわせるとともに、各学校の特色ある
取組を推進する。 

②「教師と子供」「子供と子供」の信頼関係を構築し、学級の規範意識を高めるとともに、安心して学
べる学級の土台づくりに努める。 

③ 英語が「好き」「分かる」児童生徒の育成のために、コミュニケーションを行う目的や場面などを設定し 
た言語活動の充実及び基礎的・基本的な事項の確実な習得を図り、小中連携のもと、英語の授業改善を 
推進する。 

【豊かな心】 
① 人と人との信頼関係を基盤として、共感的理解に努め、学校総体として児童生徒の心の居場所となる魅 

力あるよりよい学校・学級づくりの推進を図る。 
② 安全・安心な学校づくりを進め、自己有用感やいじめに向かわない態度・能力を育み、いじめや不登校、 

問題行動等の未然防止・早期対応と解消の推進を図る。 
③ 校内研修等を通して「道徳科授業力向上手引書・リーフレット」などを活用しながら、授業力向上を図 

り、「考え、議論する道徳」の実現を目指す。 
【健やかな体】 
① 豊かなスポーツライフの実現に向けた資質や能力を育成するための体育・保健体育の授業をより一層充

実させるとともに、学校教育活動全体を通じた児童生徒の体力向上を図る。 
② 家庭や地域社会と連携した健康教育の充実と食育の推進を図るとともに、保健管理・給食管理の徹底を

図る。 
③ 学校安全計画や危機管理マニュアル及び学校防災計画等の見直しを図りながら、安全教育及び安全管理

の充実を図る。 
 
◎ 人権教育の充実 ～部落差別（同和問題）を人権問題の重要な柱として～ 
〇 全ての教育活動の根幹に人権教育を据え、推進体制の機能強化を図る。また、教職員の人権に関する基 

本的認識を深めるため、人権課題の当事者や関係者の講話等の校内外研修を充実させ、その理解の深化 
に努める。 

〇 人権学習の授業改善に向け、パンフレット「『実践行動につなぐ』授業への３つのアプローチ」等を活用 
し、指導方法等の工夫改善を図るとともに、９年間の学びのつながりを意識した自他の人権を大切にす 
る学習環境づくりに努める。また、人権教育の取組に関する情報を保護者や地域に対して積極的に発信 
する。 

 
◎ ＩＣＴの効果的な活用と情報活用能力・情報モラルの育成 
〇 教科等の授業では、タブレット等のＩＣＴ機器を用いて、児童生徒の学習への興味・関心を高めるとと 

もに、「主体的・対話的で深い学び」を実現するツールとして効果的・積極的な活用を図る。 
〇 スマートフォンや、ＳＮＳサービス等の活用のための留意点や、情報社会のルール・マナー等の理解を 

通して、情報を安全安心に活用していくための情報モラルの育成を図る。 
 
◎ キャリア教育の視点による幼・保等、小、中の連携 
○ 幼・保等、小、中及び家庭や地域との連携のもと、児童生徒の社会的・職業的自立に向け、必要な能力 

や態度を育てるため、発達段階に応じたキャリア教育の視点による教育活動の充実を図る。 
 
◎ 特別支援教育の推進 ～特別支援教育に係る資質と専門性の向上～ 
〇 全ての教職員が、特別支援教育に係る資質と専門性の向上を図るために、専門家等を活用した研修等に 

より、豊かな人権感覚と自立活動の時間を含む適切な指導・支援の充実に努める。 
〇 切れ目ない支援体制を構築するため、関係機関との積極的な連携を図る。 
 
◎ 「家庭・地域との連携」 
○ 保護者の孤立化を防ぎ、家庭教育の重要性を啓発するために、「親の学び」講座等を活用した保護者とし 

て学ぶことができる機会を、家庭教育支援チームである学校として提供する。 
○ 地域とともにある学校、学校を核とした地域を目指し、学校運営協議会での熟議内容を充実させるなど 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進する。 

○「夢を実現し、未来を創る 菊池っ子の育成～誰一人取り残さない菊池の教育～」を踏まえ、校長のリーダーシップ
のもと、学校組織マネジメントを推進して、教職員が主体的に基本的資質と専門性を向上させながら、『生きる力』
を育む教育を実現するための指導体制の確立を図る。 

○学校として育成する資質・能力を明確にして、子供を中心に学校・家庭・地域・行政の五者で共有し、各学校で特色
ある取組を推進しながら、学校教育目標の実現を図る。 


